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議案第４７号 

 

令和８年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和８年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１０,０８２千円を追加

し、歳入歳出それぞれ１１０,１１０,０８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正）  

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。  

 

令和８年６月１１日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

12 分担金及び負担金 706,765 13,150 719,915

1 分 担 金 61,652 13,150 74,802

14 国 庫 支 出 金 25,723,597 11,630 25,735,227

2 国 庫 補 助 金 4,790,316 11,630 4,801,946

15 道 支 出 金 7,349,428 6,479 7,355,907

2 道 補 助 金 1,390,987 6,479 1,397,466

17 寄 附 金 2,712,212 123,100 2,835,312

1 寄 附 金 2,712,212 123,100 2,835,312

18 繰 入 金 4,000,731 51,723 4,052,454

2 基 金 繰 入 金 3,983,036 51,723 4,034,759

21 市 債 5,429,400 4,000 5,433,400

1 市 債 5,429,400 4,000 5,433,400

110,110,082

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 109,900,000 210,082
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 9,433,841 50,194 9,484,035

1 総 務 管 理 費 9,180,105 50,194 9,230,299

3 民 生 費 39,142,536 7,540 39,150,076

1 社 会 福 祉 費 9,241,788 7,540 9,249,328

6 農 林 水 産 業 費 1,259,147 23,694 1,282,841

1 農 業 費 630,809 23,694 654,503

7 商 工 費 5,225,617 8,121 5,233,738

1 商 工 費 5,225,617 8,121 5,233,738

8 土 木 費 5,584,404 16,000 5,600,404

1 土 木 管 理 費 161,451 16,000 177,451

11 教 育 費 7,738,055 4,533 7,742,588

1 総 務 費 3,991,348 1,000 3,992,348

6 社 会 教 育 費 1,263,439 3,312 1,266,751

7 保 健 体 育 費 829,396 221 829,617

14 諸 支 出 金 10,586,683 100,000 10,686,683

1 特別会計繰出金 10,586,683 100,000 10,686,683

款 項

歳 出 合 計 109,900,000 210,082 110,110,082
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補 正 後
千円 千円 千円

5,433,400

第２表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

変　　　更 道 営 草 地 整 備 事 業 費 8,200 4,000 12,200

計 5,429,400 4,000
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

12

14

15

17

18

21

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 9,433,841 50,194 9,484,035 0 0 45,294 4,900

3 民 生 費 39,142,536 7,540 39,150,076 3,630 0 100 3,810

6 農林水産業費 1,259,147 23,694 1,282,841 6,479 4,000 13,150 65

7 商 工 費 5,225,617 8,121 5,233,738 0 0 8,121 0

8 土 木 費 5,584,404 16,000 5,600,404 8,000 0 8,000 0

11 教 育 費 7,738,055 4,533 7,742,588 0 0 1,000 3,533

14 諸 支 出 金 10,586,683 100,000 10,686,683 0 0 100,000 0

一般財源

歳 出 合 計 109,900,000 210,082 110,110,082 18,109 4,000 175,665 12,308

歳 入 合 計 109,900,000 210,082 110,110,082

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

市 債 5,429,400 4,000 5,433,400

繰 入 金 4,000,731 51,723 4,052,454

寄 附 金 2,712,212 123,100 2,835,312

国 庫 支 出 金 25,723,597 11,630 25,735,227

道 支 出 金 7,349,428 6,479 7,355,907

分 担 金 及 び 負 担 金 706,765 13,150 719,915

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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議案第４８号 

 

令和８年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和８年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１８４千円を追加し、

歳入歳出それぞれ４４８,９９３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動物園事業収入 447,809 1,184 448,993

4 寄 附 金 1 12 13

6 繰 越 金 1 1,172 1,173

447,809 1,184 448,993

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 447,809 1,184 448,993

1 事 業 費 431,729 1,184 432,913

447,809 1,184 448,993

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

6

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 431,729 1,184 432,913 0 0 1,184 0

447,809 1,184 448,993 0 0 1,184 0

1

歳 出 合 計

447,809歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
市 債

13寄 附 金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

1

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

1,184

1,172

一般財源

448,993

国道支出金

1,173

12

繰 越 金
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議案第４９号 

 

令和８年度釧路市病院事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度釧路市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量）  

第２条 令和８年度釧路市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（３）主要な建設改良事業 

  イ 医療機械等整備  ５４０，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補

正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入 30,548,426千円 100,000千円 30,648,426千円 

第６項 他会計負担金      0千円  100,000千円   100,000千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出 31,767,338千円  100,000千円 31,867,338千円 

第１項 建 設 改 良 費 30,516,879千円  100,000千円 30,616,879千円 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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00
0

10
0,

00
0

資
本

的
支

出
31

,7
67

,3
3
8

10
0,

00
0

31
,8

67
,3

3
8

補
正

予
定

額
計

款
項

資
産

購
入

費
44

0,
00

0
10

0,
00

0
54

0,
00

0

10
0,

00
0

建
設

改
良

費
30

,5
16

,8
7
9

令
和

８
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

実
施

計
画

他
会

計
負

担
金

0
10

0,
00

0
10

0,
00

0

資
本

的
収

入
30

,5
48

,4
2
6

10
0,

00
0

30
,6

48
,4

2
6

計
備

考
款

項
目

既
決

予
定

額
補

正
予

定
額

目
既

決
予

定
額

他
会

計
負

担
金

0
10

0,
00

0
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（
間

接
法

に
よ

り
作

成
）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

当
年

度
純

利
益

（
△

は
損

失
）

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

有
形

固
定

資
産

売
却

損
益

（
△

は
益

）

退
職

給
付

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

貸
倒

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

長
期

前
受

金
戻

入
額

資
本

費
繰

入
収

益

修
学

資
金

給
与

費

長
期

前
払

消
費

税
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

受
取

利
息

及
び

受
取

配
当

金

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

貯
蔵

品
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

前
払

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

そ
の

他
流

動
資

産
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

預
り

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

小
計

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

国
庫

補
助

金
等

の
返

還
に

よ
る

支
出

一
般

会
計

又
は

他
の

特
別

会
計

か
ら

の
繰

入
金

に
よ

る
収

入

修
学

資
金

の
貸

付
に

よ
る

支
出

修
学

資
金

の
返

還
に

よ
る

収
入

基
金

の
繰

入
に

よ
る

収
入

基
金

の
積

立
に

よ
る

支
出

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

1

2
9
,6

6
8

令
和

８
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

補
正

(
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
）

（
単

位
　

千
円

）

△
 1

,2
9
4
,3

3
8

1
,2

0
4
,4

0
5

7
,1

3
3

1
,5

0
0

△
 2

0
5
,3

7
4

1
0
,6

9
7

3
1
,5

6
7

△
 1

9
6
,0

0
6

△
 5

0
0
,6

9
7

4
0
,9

5
0

△
 2

,6
0
2
,0

7
2

△
 1

0
2

5
0
0
,6

9
7

1
2
8
,8

5
6

1
,0

0
0

△
 2

,3
3
7
,6

1
7

1
0
2

1
,1

4
0

2
,6

6
1

2
0
,3

1
9

△
 1

0
1

△
 3

0
0

2
9
6
,0

0
6

1
1
,4

0
0

△
 6

7
,7

7
6

△
 2

,8
3
8
,2

1
2

△
 3

1
,4

8
5
,8

1
9 1

△
 3

1
,2

2
6
,2

7
0
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３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

一
時

借
入

れ
に

よ
る

収
入

一
時

借
入

金
の

返
済

に
よ

る
支

出

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

寄
附

金
に

よ
る

収
入

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

４
資

金
減

少
額

５
資

金
期

首
残

高

６
資

金
期

末
残

高

△
 1

7
,0

0
0
,0

0
0

3
0
,5

1
6
,7

0
0

1
,4

8
3
,7

7
7

2
9
,3

3
4
,4

1
9

4
,7

3
0
,0

6
3

6
,2

1
3
,8

4
0

△
 1

,1
8
2
,2

8
2 1

1
7
,0

0
0
,0

0
0
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

当
年

度
未

処
理

欠
損

金

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

7
4
7
,9

3
5

5
1
,9

1
1
,7

3
2

18
,3

6
8

寄
附

金
1,

79
3

89
,4

4
6

資
本

剰
余

金
合

計
10

9
,6

07
欠

損
金

1,
55

0
,2

44

令
和

８
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
補

正

(
令
和
９
年
３
月
３
１
日
）

資
産

の
部

未
払

金
1,

76
2
,0

76

固
定

資
産

57
8
,8

97

3
,7

0
3
,5

5
2

流
動

負
債

合
計

法
定

福
利

費
引

当
金

11
1
,6

62
有

形
固

定
資

産
67

,4
7
1,

13
6

預
り

金

69
0
,5

59

65
,8

0
7

減
価

償
却

累
計

額
△

 2
4
,4

9
1
,9

0
7

引
当

金
賞

与
引

当
金

投
資

そ
の

他
の

資
産

4,
47

8

引
当

金
合

計

△
 3

,7
1
2
,4

0
9

3,
96

7
,2

14
負

債
合

計
出

資
金

1,
36

5

有
形

固
定

資
産

合
計

42
,9

7
9,

22
9

長
期

貸
付

金
26

3
,7

09

電
話

加
入

権
無

形
固

定
資

産
4,

47
8

4,
46

0
,3

44
長

期
前

受
金

収
益

化
累

計
額

繰
延

収
益

合
計

無
形

固
定

資
産

合
計

繰
延

収
益

固
定

資
産

合
計

4
6
,9

5
0
,9

2
1

流
動

資
産

長
期

前
払

消
費

税
3,

70
2
,1

40

資
本

の
部

資
本

金
1
,2

8
8
,2

1
9

現
金

預
金

1,
48

3
,7

77
未

収
金

3,
25

7
,3

45

他
会

計
負

担
金

貸
倒

引
当

金
△

 9
,0

0
0

3,
24

8
,3

45
貯

蔵
品

76
,2

7
1

流
動

資
産

合
計

4
,8

0
8
,3

9
3

剰
余

金
資

本
剰

余
金

受
贈

財
産

評
価

額

4
7
,4

6
0
,2

4
5

△
 1

5
2
,4

1
8

負
債

資
本

合
計

5
1
,7

5
9
,3

1
4

固
定

負
債

合
計

5
1
,7

5
9
,3

1
4

負
債

の
部

剰
余

金
合

計
資

本
合

計

固
定

負
債

企
業

債

44
,0

2
4,

37
4

企
業

債
合

計
44

,0
2
4,

37
4

資
産

合
計

△
 1

,4
4
0
,6

3
7

欠
損

金
合

計
1,

55
0
,2

44

企
業

債
合

計
1,

18
5
,1

10

流
動

負
債

企
業

債

1,
18

5
,1

10

引
当

金
退

職
給

付
引

当
金

引
当

金
合

計
3,

43
5
,8

71
3,

43
5
,8

71
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
１

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

貯
蔵

品
　

先
入

先
出

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

は
、

市
立

釧
路

総
合

病
院

及
び

高
等

看
護

学
院

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

２
固

定
資

産
の

減
価

償
却

の
方

法
こ

の
２

つ
を

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
(１

)
有

形
固

定
資

産
（
リ
ー

ス
資

産
を

除
く

。
）

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
・

減
価

償
却

の
方

法
定

額
法

に
よ

る
。

病
院

・
主

な
耐

用
年

数
看

護
師

養
成

建
物

1
0
～

4
7
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

器
械

備
品

 4
～

1
0
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
6
年

(２
)

リ
ー

ス
資

産
医

業
収

益
・

所
有

権
移

転
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
医

業
費

用
自

己
所

有
の

固
定

資
産

に
適

用
す

る
減

価
償

却
方

法
と

同
一

の
方

法
を

採
用

し
て

い
る

。
医

業
損

益
・

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
経

常
損

益
リ
ー

ス
期

間
を

耐
用

年
数

と
し

、
残

存
価

額
を

零
と

す
る

定
額

法
に

よ
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
３

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(１

)
貸

倒
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
回

収
不

能
見

込
み

額
他

会
計

繰
入

金
を

計
上

し
て

い
る

。
減

価
償

却
費

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
特

別
利

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
に

特
別

損
失

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

会
計

が
そ

の
全

部
を

負
担

す
有

形
固

定
資

産
及

び
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
計

上
し

て
い

な
い

。
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
(３

)
賞

与
引

当
金

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
８

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

９
年

３
月

３
１

日
）

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

 高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

（
単

位
　

千
円

）
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

(４
)

法
定

福
利

費
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
高

等
看

護
学

院
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
一

般
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

他
会

計
繰

入
金

４
消

費
税

等
の

会
計

処
理

減
価

償
却

費
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

な
お

、
控

除
対

象
外

消
費

税
特

別
利

益
等

に
つ

い
て

は
、

当
事

業
年

度
の

費
用

と
し

て
処

理
し

て
い

る
。

 た
だ

し
、

固
定

資
産

に
係

る
控

除
対

象
特

別
損

失
外

消
費

税
等

に
つ

い
て

は
、

長
期

前
払

消
費

税
勘

定
に

計
上

し
、

償
却

を
行

っ
て

い
る

。
有

形
固

定
資

産
及

び
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

Ⅳ
そ

の
他

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

１
貸

倒
引

当
金

の
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議案第５０号 

 

令和８年度釧路市下水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度釧路市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

（収益的支出）  

第２条 令和８年度釧路市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。  

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

支               出 

第１款 下水道事業費用 6,911,626千円   22,109千円 6,933,735千円 

第２項 営 業 外 費 用  306,692千円   22,109千円  328,801千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「１３２，１１７千円」を「１１０，００

８千円」に、「４５４，９２６千円」を「４７７，０３５千円」に改め、

資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。  

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  2,357,280千円 △532,000千円 1,825,280千円 

第１項 企 業 債 1,515,800千円 △243,200千円 1,272,600千円 

第２項 国 庫 補 助 金  815,100千円 △288,800千円  526,300千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  4,734,963千円 △532,000千円 4,202,963千円 

第１項 建 設 改 良 費 2,480,065千円 △532,000千円 1,948,065千円 

第４条 予算第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条から第１０条まで

を１条ずつ繰り上げる。 
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（企業債） 

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
下 水 道 建 設 

事 業 費 

千円 

1,515,800 

千円 

△243,200 

千円 

1,272,600 

計 1,515,800 △243,200 1,272,600 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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収
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
な

お
、

各
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
１

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

都
市

計
画

事
業

と
し

て
執

行
す

る
も

の
。

主
と

し
て

市
街

地
に

お
け

る
下

水
を

排
除

し
、

・
減

価
償

却
の

方
法

又
は

処
理

す
る

た
め

に
市

が
管

理
す

る
下

水
道

。
古

川
・
白

樺
・
大

楽
毛

処
理

区
定

額
法

に
よ

る
。

都
市

計
画

区
域

以
外

の
区

域
に

お
い

て
執

行
す

る
も

の
。

市
街

化
区

域
以

外
の

人
口

・
主

な
耐

用
年

数
集

中
地

域
で

水
環

境
の

保
全

が
必

要
な

地
域

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

下
水

道
。

阿
建

物
6
～

5
0
年

寒
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
処

理
区

構
築

物
1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
機

械
及

び
装

置
 6

～
2
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

車
両

運
搬

具
 3

～
5
年

（
単

位
　

千
円

）
工

具
、

器
具

及
び

備
品

 3
～

1
5
年

２
引

当
金

の
計

上
方

法
(１

)
貸

倒
引

当
金

営
業

収
益

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
貸

倒
実

績
率

等
に

よ
る

回
収

不
能

見
込

み
額

を
営

業
費

用
計

上
し

て
い

る
。

営
業

損
益

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
経

常
損

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(３

)
賞

与
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

　
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

他
会

計
繰

入
金

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

減
価

償
却

費
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
有

形
固

定
資

産
及

び
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

る
支

出
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

３
消

費
税

等
の

会
計

処
理

当
年

度
（
自

　
令

和
８

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

９
年

３
月

３
１

日
）

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
（
単

位
　

千
円

）

Ⅱ
予

定
貸

借
対

照
表

等
関

連
１

企
業

債
の

償
還

に
係

る
他

会
計

の
負

担
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ

れ
て

い
る

企
業

債
（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
一

般
会

計
が

負
担

す
る

と
見

込
ま

れ
る

額
は

6
,4

1
7
,4

3
8
千

円
そ

の
他

の
項

目
で

あ
る

。
他

会
計

繰
入

金
減

価
償

却
費

Ⅲ
セ

グ
メ

ン
ト
情

報
の

開
示

有
形

固
定

資
産

及
び

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

釧
路

市
下

水
道

事
業

会
計

は
、

公
共

下
水

道
事

業
及

び
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

２
つ

を
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
Ⅳ

そ
の

他
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

8
,8

4
4
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り
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当
事

業
年

度
に

お
い

て
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退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

2
1
,1

2
2
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
2
8
,2

2
7
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ
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に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

5
,5

8
5
千

円
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取
り

崩
す

。

△
 4

1
1
,1

9
1

△
 2
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3
,5

4
1

△
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1
4
,7

3
2

1
,6

3
3
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5
6

3
4
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8
5
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,9
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3
,7
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1

2
,9

7
6
,0

4
5
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1
5
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2
7

3
,3

9
1
,5
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4
8
,5

5
4
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9
2
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4
8
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5
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5
9

特
定

環
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保
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8
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7
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,1

5
1
,1

7
5

7
7
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9
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1
5
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下
水

道
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業
合
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水
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△
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△
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△
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0
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△
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△
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議案第５１号 

 

令和８年度釧路市港湾整備事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度釧路市港湾整備事業会計の補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（収益的支出） 

第２条 令和８年度釧路市港湾整備事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額） （  計  ） 

支               出 

第１款 施設運営事業費用 535,801千円 △110千円 535,691千円 

第２項 営 業 外 費 用 44,580千円 △110千円 44,470千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２０３，７９９千円」を「２０４，２９

９千円」に、「９，５７９千円」を「９，７１６千円」に、「１１８，１

２０千円」を「１１８，４８３千円」に改め、資本的収入及び支出の予定

額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額） （  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入 75,485千円 1,000千円 76,485千円 

第３項 寄 附 金 0千円 1,000千円 1,000千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出 279,284千円 1,500千円 280,784千円 

第１項 建 設 改 良 費 105,365千円 1,500千円 106,865千円 
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令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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収
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収
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搬
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0
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（
間

接
法

に
よ

り
作

成
）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

当
年

度
純

利
益

減
価

償
却

費

賞
与

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

法
定

福
利

費
引

当
金

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

受
取

利
息

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

預
り

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

固
定

資
産

売
却

損

小
計

利
息

の
受

取
額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

寄
附

金
の

受
入

れ
に

よ
る

収
入

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

一
時

借
入

れ
に

よ
る

収
入

一
時

借
入

金
の

返
済

に
よ

る
支

出

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

４
資

金
増

加
額

５
資

金
期

首
残

高

６
資

金
期

末
残

高

3
9
4
,8

9
2

1
2
0 2
4

△
 1

,0
2
0

1
5
,6

6
4

△
 1

,9
4
6

2
2
,9

1
2

4
0
9
,5

3
6

1
,0

2
0

△
 1

5
,6

6
4

令
和

８
年

度
釧

路
市

港
湾

整
備

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

補
正

(
令

和
８

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
９

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

（
単

位
　

千
円

）

1
3
9
,5

8
1

2
2
9
,0

4
4

△
 9

7
,1

4
9

3
,4

8
5

△
 1

5
,1

5
8

1
,0

0
0

1
,7

6
3
,6

0
8

△
 9

2
,6

6
4

7
2
,0

0
0

△
 7

2
,0

0
0

△
 1

7
3
,9

1
9

△
 1

0
1
,9

1
9

7
2
,0

0
0

2
0
0
,3
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9

1
,5

6
3
,2

9
9
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

　
建

設
改

良
費

等
の

財
源

に
　

充
て

る
た

め
の

企
業

債

　
建

設
改

良
費

等
の

財
源

に
　

充
て

る
た

め
の

企
業

債

固
定

負
債

合
計

1
,1
4
0
,3
7
0

9
1
9
,7
5
5

6
,0
7
1
,3
2
9

7
,5
2
3
,1
6
5

14
2
,8

26

27
5
,0

83

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

負
債

資
本

合
計

24
0
,2

29

77
6
,9

29
利

益
剰

余
金

合
計

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
1,

14
0
,3

7
0

資
産

合
計

7
,5
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3
,1
6
5

負
債

の
部

資
本

剰
余

金
合

計

53
6
,7

00
減

債
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金
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益
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金
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金

1
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0
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9
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2
,8
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庫
負
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固
定

負
債

資
本
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現
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預
金
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3
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0
8
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金
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流
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計
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計
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,7
4
7
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西
港

区
完

成
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収
益

合
計
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,7
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金
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計
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本
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成

合
計

1
,9
2
4
,7
9
1

1
,1
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9

1
,4
5
1
,8
3
6
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成

土
地

流
動

資
産

土
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成

負
債

合
計

令
和
８
年
度
釧
路
市
港
湾
整
備
事
業
予
定
貸
借
対
照
表
補
正

資
産

の
部

固
定

資
産

未
払

金
31

,1
78

14
,8

26
,0

30
賞

与
引

当
金

3,
24

6
有

形
固

定
資

産

（
令
和
９
年
３
月
３
１
日
）

3
1
0
,2
7
7

有
形

固
定

資
産

合
計

3,
73

4
,5

2
8

流
動

負
債

減
価

償
却

累
計

額
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 1
1
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9
1
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0
2

3,
73

4
,5

2
8

法
定

福
利

費
引

当
金

65
7
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資

金
13

,2
67

繰
延

収
益

長
期

前
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金
4,
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投
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そ
の

他
の
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流
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負
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合
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収
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計
額

△
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8
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
２

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
１

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

前
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

(１
)

有
形

固
定

資
産

（
単

位
　

千
円

）
・
減

価
償

却
の

方
法

定
額

法
に

よ
る

。
営

業
収

益
・
主

な
耐

用
年

数
営

業
費

用
建

物
1
0
～

5
0
年

営
業

損
益

構
築

物
1
0
～

4
5
年

経
常

損
益

機
械

及
び

装
置

 1
7
年

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
車

両
運

搬
具

 4
～

5
年

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
工

具
、

器
具

及
び

備
品

 2
～

1
8
年

そ
の

他
の

項
目

２
引

当
金

の
計

上
方

法
減

価
償

却
費

(１
)

退
職

給
付

引
当

金
有

形
固

定
資

産
及

び
職

員
の

退
職

手
当

は
、

一
般

会
計

が
そ

の
全

部
を

負
担

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
退

職
給

付
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
引

当
金

は
計

上
し

て
い

な
い

。
(２

)
賞

与
引

当
金

当
年

度
（
自

　
令

和
８

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

９
年

３
月

３
１

日
）

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

（
単

位
　

千
円

）
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
(３

)
法

定
福

利
費

引
当

金
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
そ

の
他

の
項

目
３

消
費

税
等

の
会

計
処

理
減

価
償

却
費

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
有

形
固

定
資

産
及

び
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
Ⅱ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

Ⅲ
そ

の
他

釧
路

市
港

湾
整

備
事

業
会

計
は

、
港

湾
整

備
事

業
及

び
臨

海
土

地
造

成
事

業
を

運
営

し
て

い
る

こ
と

1
賞

与
引

当
金

、
法

定
福

利
費

引
当

金
の

取
り

崩
し

か
ら

、
こ

の
２

つ
を

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
3
,1

2
6
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
係

る
法

定
福

利
費

引
当

金
6
3
3
千

円
を

取
り

崩
す

。

港
湾

整
備

事
業

臨
海

土
地

造
成

事
業

合
　

計
5
1
7
,5

3
3

1
2
4
,1

7
6

6
4
1
,7

0
9

5
8
8
,1

0
6

2
0
,7

7
3

6
0
8
,8

7
9

△
 7

0
,5

7
3

1
0
3
,4

0
3

3
2
,8

3
0

△
 7

8
,7

6
3

1
0
1
,4

7
1

2
2
,7

0
8

3
,2

0
1
,8

8
7

4
,2

5
9
,5

6
1

7
,4

6
1
,4

4
8

1
,0

2
7
,4

0
0

5
0
2
,3

0
0

1
,5

2
9
,7

0
0

合
　

計

6
2
,1

2
9

2
2
2
,4

3
6

0
2
2
2
,4

3
6

2
2
9
,0

4
4

0
2
2
9
,0

4
4

3
,1

5
3
,6

6
0

4
,3

6
9
,5

0
5

7
,5

2
3
,1

6
5

9
4
9
,4

9
8

5
0
2
,3

3
8

1
,4

5
1
,8

3
6

△
 1

4
0
,5

3
8

事
業

区
分

事
業

の
内

容

港
湾

整
備

事
業

　
港

湾
施

設
の

管
理

運
営

臨
海

土
地

造
成

事
業

　
土

地
造

成
及

び
売

却
、

土
地

維
持

管
理

0
6
2
,1

2
9

△
 1

3
1
,8

9
5

△
 8

,6
4
3

港
湾

整
備

事
業

臨
海

土
地

造
成

事
業
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議案第５２号 

 

釧路市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

釧路市印鑑条例（平成１７年釧路市条例第２７号）の一部を次のように改

正する。 

第１６条中「個人番号カードをいい、」を「個人番号カードをいう。）、

特定在留カード（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）

第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カードをいう。）若しくは特

定特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１

項に規定する特定特別永住者証明書をいう。）（これらのうち」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付が開始されることに伴

い、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付について所要の改正をいた

したく、本案を提出するものである。 
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議案第５３号 

 

釧路市税条例及び釧路市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

（釧路市税条例の一部改正） 

第１条 釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３３条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第

３項又は第４項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並

びに第３６条の３の３第１項第２号及び第３号並びに第２項第４号」に改

める。 

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２

号において同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、

同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）

は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告

書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項にお

いて「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同

じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２４条第１項第１号に

掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額
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が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号

及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有

する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは

特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２４条第１項第１号に

掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年

最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令

第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、

障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは

扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若し

くは特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を

有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条

第６項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の

８」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、同条第

２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定に

よる申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第３１７

条の３の３第１項の規定による申告書を提出」を「同条第１項の規定によ

る申告書を提出」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特
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別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当

する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては

２０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令

和７年」を「令和１２年」に改める。 

附則第７条の４中「附則第１９条の２第１項」の次に「、附則第１９条

の３第１項」を加え、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３

項又は第４項」に改める。 

附則第９条の２中「附則第７条の３第２項」を「附則第７条の３第３項

又は第４項」に改める。 

附則第１０条の２中第１２項を第２０項とし、第９項から第１１項まで

を８項ずつ繰り下げ、第８項の次に次の８項を加える。 

９ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、５分の３とする。 

１４ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する設備について同号に規
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定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第２４項第４号に規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

２１ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分

の１とする。 

附則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４

条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２

第１２項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から

第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおける

その譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（

昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３

条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１

項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５

年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のため

の譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法

第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する
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場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第３２条第

１項及び第２項並びに第３３条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以

下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第

３３条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。

）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第３３条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号

資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第３３条の６から第３３条の８まで、第３３条の９第１項、附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３

３条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条

の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３３条の７第１

項前段、第３３条の８、第３３条の９第１項、附則第７条第１項及び

附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定

する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得

金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第１９条の３第１項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 
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(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額

」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」とする。 

（釧路市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 釧路市都市計画税条例（平成１７年釧路市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則中第１７項を第１８項とする。 

附則第１６項中「附則第７項及び第９項」を「附則第８項及び第１０項

」に、「附則第７項及び第１０項」を「附則第８項及び第１１項」に、「

附則第８項、第１０項及び第１１項」を「附則第９項、第１１項及び第１

２項」に、「附則第１０項、第１１項及び第１３項」を「附則第１１項、

第１２項及び第１４項」に、「附則第１４項」を「附則第１５項」に改め、

同項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「附則第１３項」を「附則第１４項」に改め、同項を附

則第１６項とする。 

附則第１４項の前の見出しを削り、同項を附則第１５項とし、同項の前

に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特

例）」を付し、附則中第１３項を第１４項とし、第１２項を第１３項とす

る。 

附則第１１項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第

１２項とする。 

附則第１０項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第

１１項とする。 

附則第９項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１

０項とし、附則中第８項を第９項とする。 

附則第７項の前の見出しを削り、同項を附則第８項とし、同項の前に見
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出しとして「（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各

年度分の都市計画税の特例）」を付し、附則中第６項を第７項とし、第５

項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分の

１とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２及び第３６

条の３の３の改正規定並びに附則第６条及び第７条の３第１項の改正規

定並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

(2) 第１条中第６３条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１

日 

(3) 第１条中第３３条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正

規定（「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項

」に改める部分に限る。）並びに附則第９条の２及び第１７条の２の改

正規定並びに次条第４項の規定 令和１０年１月１日 

(4) 第１条中附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。

）及び附則第１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項

及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を

改正する法律（令和８年法律第 号）の施行の日の属する年の翌々年の

１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の釧路市税条例（以下「新条例」という。

）第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定

の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第
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３６条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払

を受けるべき公的年金等について提出した第１条の規定による改正前の釧

路市税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお

従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の釧路市税条例附則第７条の３第

１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所

得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項にお

いて「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家

屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなさ

れる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅

（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる

同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条

第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改

修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定によ

り同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に

規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改

築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第

１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第

１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところ

によりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の

納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税

特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定に

より同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定す

る特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定によ

り同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要

耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係

る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項
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の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１

項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによ

りその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の釧路市税条例附則第７条の４の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「

４号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、４号施行日の属する年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２

第１項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以

後の年度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正及び規定の整備をいたしたく、

本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 個人の市民税関係 

(1) 公的年金等の支払を受ける一定の公的年金等受給者について、公的年

金等受給者の扶養親族等申告書を提出するものとすること。（市税条例
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第３６条の２、第３６条の３の２、第３６条の３の３関係） 

(2) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につい

て、その適用期限の終期を廃止すること。（市税条例附則第６条関係） 

(3) 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和２５年度分の個

人の市民税及び居住年が令和１２年であるものまで延長すること。（市

税条例附則第７条の３関係） 

(4) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る課税の特例について、租税特別措置法に掲げる土地等の譲渡に該当

するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等が、その譲渡をした

時において地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警

戒区域又は浸水被害防止区域内に存する場合には、本特例措置の適用が

できないこととすること。（市税条例附則第１７条の２関係） 

(5) 所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特定

暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の

所得と分離して１００分の３の税率により申告を通じて所得割を課する

こと。（市税条例附則第１９条の３関係） 

２ 固定資産税及び都市計画税関係 

(1) 免税点について、家屋にあっては３０万円に、償却資産にあっては１

８０万円に引き上げること。（市税条例第６３条関係） 

(2) 一定の要件を満たす発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例につ

いて、課税標準となるべき価格に乗じる市が定める特例割合を定めるこ

と。（市税条例附則第１０条の２関係） 

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特

別特定建築物に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の

用に供する施設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を

行い、同法に規定する一定の基準に適合することにつき証明がされたも

のに係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例について、課税標

準となるべき価格に乗じる市が定める特例割合を３分の１とすること。
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（市税条例附則第１０条の２、都市計画税条例附則第６項関係） 

３ その他引用条項等の規定の整備をすること。 
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議案第５４号 

 

釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例（令和７年釧路市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「平成２３年法律第１０８号」の次に「。以下「再エネ特

措法」という。」を加える。 

 第１２条第２項第１６号中「積立て」を「確保」に改める。 

 第１３条第１項中第８号を第９号とし、同項第７号中「再生可能エネルギ

ー電気の利用の促進に関する特別措置法」を「再エネ特措法」に改め、同号

を同項第８号とし、同項中第３号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第２

号の次に次の１号を加える。 

(3) 第１６条第１項に規定する場合にあっては、同項に規定する保証金の

預入がされ、同条第３項に規定する市との質権設定契約が締結されてい

ること。 

第１６条を次のように改める。 

（保証金の預入及び質権設定等） 

第１６条 事業者（第２５条第１項の規定により許可事業者の地位を承継し

た者を含む。）は、再エネ特措法第１５条の１２第２項に規定する解体等

積立金の積立てを行わずに太陽光事業を実施する場合にあっては、適切に

廃棄等費用を確保していることを保証するため、あらかじめ当該太陽光事

業に係る廃棄等費用に相当する額の現金（以下「保証金」という。）を金

融機関に預入しなければならない。 

２ 前項の保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。 

(1) 当該太陽光事業に係る太陽光発電施設の発電出力に１キロワット当た

り１万円を乗じて得た額 
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(2) 当該太陽光事業に係る太陽光発電施設の設置に係る工事費の総額の１

００分の５に相当する額又は当該太陽光発電施設に係る廃棄等費用の見

積額 

３ 事業者は、第１項の規定により保証金を預入したときは、設置許可を受

ける前に、当該保証金に係る預金債権について市を質権者とする質権を設

定するため、市と質権設定契約を締結するとともに、当該質権の設定につ

き、市に対抗要件を備えさせなければならない。 

４ 第２５条第１項の規定により許可事業者の地位を承継した者及び第１項

の積立てを行うこととしていた事業者が設置許可を受けた後に同項の積立

てを行わないこととなった場合における当該事業者に係る前項の規定の適

用については、同項中「設置許可を受ける前」とあるのは、「市長が別に

定める期日まで」と読み替えるものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、許可事業者が事業計画を変更すること

により預入をすべき保証金の額が増加する場合における当該増加する額の

預入について準用する。 

 第１６条の次に次の２条を加える。 

（保証金の使途） 

第１６条の２ 市長は、第２９条の規定による命令を受けた者が、当該命令

に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、災害の発生の防

止又は自然環境若しくは生活環境の保全に著しい支障が生じると認めると

きは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第２条又は第３条第３項

の規定により市が講じた措置に要する費用のうち廃棄等費用に該当するも

のに保証金を充てることができる。 

（質権設定契約の解除等） 

第１６条の３ 市長は、次に掲げる場合は、第１６条第３項の規定により締

結した質権設定契約を解除するものとする。 

(1) 設置許可をしない決定をし、それを通知した場合 

(2) 設置許可を取り消した場合。ただし、太陽光事業を実施していない場
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合に限る。 

(3) 第２５条第１項の規定による許可事業者の地位の承継があった場合に

おいて、同項の規定により許可事業者の地位を承継した者と新たに第１

６条第４項の規定により読み替えて適用する同条第３項の規定に基づく

質権設定契約を締結したとき。 

(4) 太陽光発電施設を廃止し、及び当該太陽光発電施設の撤去を完了した

場合 

２ 事業者は、太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃

棄物の処理のために保証金を使用するとき、第１４条第１項の規定による

事業計画の変更に伴い預入すべき保証金の額が減少するときその他相当の

理由があるときは、第１６条第１項の規定により預入した保証金の減額を

市長に申し入れることができる。 

３ 前項の規定による申入れがあった場合において、市長は、保証金が確実

に前項の太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物

の処理に充てられると見込まれるとき、保証金を減額しても適切に廃棄等

費用が確保されていると認めるときその他相当な理由があると認めるとき

は、保証金の減額をすることができる。 

４ 市長は、前項の規定により保証金の減額をする場合は、第１６条第３項

の規定により締結した質権設定契約に係る手続その他の当該保証金の減額

に伴い必要となる手続を行うものとし、事業者はこれに協力するものとす

る。 

 第２２条第１項第２号を次のように改める。 

 (2) 第１６条第１項の積立ての状況（同項の積立てを行う場合に限る。） 

 第２４条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る太陽光発電施設

の撤去を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届

け出なければならない。 

 第２８条第４号を次のように改める。 
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(4) 第１６条第１項の規定に違反して保証金の預入をせず、又は同条第３

項の規定に違反して市と質権設定契約を締結せずに太陽光事業を実施し

ている者 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１２月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条

例（第２４条を除く。）の規定は、この条例の施行の日以後に行われる許

可申請（釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例第１２条第１項 

の規定による申請をいう。以下同じ。）に係る太陽光事業について適用し、 

同日前に行われた許可申請に係る太陽光事業については、なお従前の例に

よる。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

 太陽光発電施設に係る廃棄等費用のより確実な確保を担保するため、保証

金の預入及び市との質権設定契約の締結を設置事業の許可要件とすることに

伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第５５号 

 

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の

２の９第８項」に改める。 

(1) 釧路市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第１３

９号）第４条 

(2) 釧路市公設地方卸売市場事業の設置等に関する条例（平成１７年釧路

市条例第２９７号）第５条 

(3) 釧路市港湾整備事業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第

２２１号）第４条 

(4) 釧路市公営企業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第２８

０号）第８条 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

地方自治法の一部改正に伴い、関係条例における法の引用条項について規

定の整理をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第５６号 

 

釧路市営住宅条例及び釧路市附属機関に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 （釧路市営住宅条例の一部改正） 

第１条 釧路市営住宅条例（平成１７年釧路市条例第２０２号）の一部を次

のように改正する。 

第９条第１項中「、当該入居申込者の住宅に困窮する実情を調査して」

を削り、「、その住宅に困窮する度合い（以下「住宅困窮度」という。）

の高い順」を「公開抽選」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、市長は、当該入居申込者の住宅に困窮する実情を

調査し、速やかに市公営住宅に入居させる必要がある者として別に定め

る者を優先することができる。 

第９条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

第１０条の見出し及び同条第１項中「入居予定登録者」を「入居補欠者

」に改め、同条第２項中「を入居予定登録者」を「を入居補欠者」に、「

当該入居予定登録者」を「当該入居補欠者」に改め、同条第３項を次のよ

うに改める。 

３ 入居補欠者の有効期間は、当該入居補欠者が決定された時から入居決

定者が市公営住宅に入居した時又は当該入居補欠者が入居を辞退した時

までの間とする。 

第１０条第４項中「、前項に規定する期間内に」を削り、「又は入居者

のいない市公営住宅があるときは、入居予定登録者」を「は、入居補欠者

」に改め、同条第５項中「、第３項に規定する期間内に」を削る。 

第１１条中「前２条の規定による」を削り、「選考等」を「選考方法の

決定等」に改める。 

第５６条中「及び第２項」を削る。 

- 73 -



 （釧路市附属機関に関する条例の一部改正） 

第２条 釧路市附属機関に関する条例（平成１７年釧路市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１釧路市営住宅運営審議会の項中「市営住宅入居申込者の住宅困

窮度の審査」を「市営住宅入居者の選考方法の決定」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に第１条の規定による改正前の釧路市営住宅条例

（以下「旧条例」という。）の規定により決定した入居予定登録者に対す

る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

  令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市営住宅における入居の促進及び空き住戸の縮減を図るため、入居者の選

考方法を変更することに伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出するも

のである。 
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議案第５７号 

 

釧路市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市公営企業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第２８０号

）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第９号ア(ｲ)中「１４９，５８０人」を「１３９，９２０人

」に改め、同号ア(ｳ)中「６９，３８３立方メートル」を「６５，００３立

方メートル」に改め、同号イ(ｲ)中「１６，２００人」を「１６，５６０人

」に改め、同号イ(ｳ)中「４，６３５立方メートル」を「４，５５２立方メ

ートル」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市公共下水道事業計画の変更に伴い、所要の改正をいたしたく、本案

を提出するものである。 
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議案第５８号 

 

釧路市下水道条例の一部を改正する条例 

 

釧路市下水道条例（平成１７年釧路市条例第２８７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改め、同項

を同条第３項とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市下水道条例の規定は、この条例の施行の

日以後に行う計量に基づき請求する使用料の徴収について適用し、同日前

に行う計量に基づき請求する使用料の徴収については、なお従前の例によ

る。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

計量時における納入通知書の発行及び投函を開始することに伴い、所要の

改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第５９号 

 

釧路市大規模運動公園体育施設条例の一部を改正する条例 

 

釧路市大規模運動公園体育施設条例（平成１７年釧路市条例第２６６号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

釧路市民クロスカントリーコース 釧路市広里１３番地 

別表第２中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 釧路市民クロスカントリーコース 

無料 

附 則 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

 

令和８年６月１１日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明）  

釧路市民クロスカントリーコースの開設に伴い、その名称、位置及び使用

料について規定いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６０号 

 

釧路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

釧路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年釧路市条例第２３４号）

の一部を次のように改正する。 

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１８条の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき理由の

生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた葬祭補

償については、なお従前の例による。 

  

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、 

葬祭補償の額について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６１号 

 

大楽毛南４丁目避難場所の設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 津波、大津波、洪水、高潮及び内水氾濫（以下「津波等」という。

）から市民の生命と身体の安全を守るため、大楽毛南４丁目避難場所（以

下「避難場所」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 避難場所は、釧路市大楽毛南４丁目５番３５号に置く。 

（施設の使用) 

第３条 避難場所の使用は、次に掲げる場合に限るものとする。 

(1) 津波等が発生し、又は発生するおそれがある場合（一時的な避難に使

用する場合に限る。） 

(2) 避難訓練その他防災に資する行事に使用する場合 

(3) 前２号の規定による使用を妨げない範囲で、コミュニティ活動に使用

する場合 

（使用の許可） 

第４条 避難場所を使用（前条第１号の規定による使用を除く。）しようと

する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可（前条第３号の

規定による使用に係る許可に限る。）について条件を付し、及びこれを変

更することができる。 

（使用の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、避難場所の使用を

許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 
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(2) 避難場所の建物、附属設備等を損傷するおそれがあると認められると

き。 

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益に

なると認められるとき。 

(4) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治

団体及び公職の候補者のための政治活動に使用されると認められるとき。 

(5) 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する目的のた

めの活動に使用されると認められるとき。 

(6) 興行その他私的営利を目的として使用されると認められるとき。 

(7) その他避難場所の管理上支障があると認められるとき。 

（使用料） 

第６条 避難場所の使用料は、無料とする。 

（転貸等の禁止） 

第７条 第４条第１項の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）は、避難場所を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならな

い。 

（使用の許可の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り

消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。 

(2) 使用の目的以外に使用したとき。 

(3) 第３条第２号の規定により使用する場合であって、同条第１号に掲げ

る場合に該当することとなったとき。 

(4) 第３条第３号の規定により使用する場合であって、同条第１号又は第

２号に掲げる場合に該当することとなったとき。 

(5) 第４条第２項の規定により付され、又は変更された条件に違反したと

き。 

(6) 第５条各号のいずれかに該当するとき。 
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(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（原状回復の義務） 

第９条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して

返還しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又

は使用を停止されたときも、同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第１０条 避難場所の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その

損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認め

たときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、令和８年７月７日から施行する。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

 大楽毛南４丁目避難場所の設置に伴い、その名称、位置等について規定い

たしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６２号 

 

財 産 の 無 償 譲 渡 の 件 

 

 市は、次のとおり財産を無償譲渡する。 

記  

１ 譲渡財産の表示  

 (1) 種   類   土地  

 (2) 所 在 地   釧路市大楽毛２８９番４  

 (3) 地   積   ４,８７０.４７平方メートル  

２ 譲渡の相手方   釧路市堀川町５番地アビタシオンリビエール２２１  

株式会社釧路ウッドプロダクツ  

代表取締役 砂 田 和 之  

 

  令和８年６月１１日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市有地を無償譲渡することに関し、地方自治法第９６条第１項第６号の規

定に基づき議決を得たく、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 議 決 事 件 ）  

第 ９ ６ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 件 を 議 決 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ １ ～ ５ 号  略 ）  

( 6 )  条 例 で 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、 財 産 を 交 換 し 、 出 資 の 目 的 と し 、 若 し

く は 支 払 手 段 と し て 使 用 し 、 又 は 適 正 な 対 価 な く し て こ れ を 譲 渡 し 、 若

し く は 貸 し 付 け る こ と 。  

（ 以 下  略 ）  

 

- 87 -



位 置 図

譲渡財産位置

大楽毛

- 88 -



議案第６３号 

 

財 産 取 得 の 件 

  

 市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   除雪ドーザ  １台 

２ 取 得 金 額   ２６,６２０,０００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市星が浦南２丁目２番７号 

コマツ道東株式会社釧路支店 

支店長 村 上 文 人 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

除雪ドーザの取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得

たく、本案を提出するものである。 

 なお、車両の仕様概要は、次のとおりである。 

１ 形  式  除雪ドーザ（１４ｔ級） 

２ 車両本体  総重量       １４,８８０kg 

外形寸法   全長  ７,７６０mm 

全幅  ２,４７０mm 

全高  ３,４８５mm 

３ マルチプラウ       全幅  ３,７００mm 

 
（ 参 考 ）  

 

- 89 -



釧 路 市 財 産 条 例 抜 粋  

 

（ 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 財 産 の 取 得 又 は 処 分 ）  

第 ２ 条  法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な

ら な い 財 産 の 取 得 又 は 処 分 は 、 予 定 価 格 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 不 動 産 （ 土

地 に つ い て は １ 件 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の に 係 る も の に 限 る 。

） 若 し く は 動 産 の 買 入 れ 若 し く は 売 払 い 又 は 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 の 買 入

れ 若 し く は 売 払 い と す る 。  
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議案第６４号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   電子カルテシステム  一式 

２ 取 得 金 額   ３６,９６０,０００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市豊川町１０番２号 

株式会社メルプ 

代表取締役社長 松 本 浩 司 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市立釧路国民健康保険阿寒診療所で使用する電子カルテシステムの取得に

関し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提出する

ものである。 

なお、電子カルテシステムの仕様概要は、次のとおりである。 

１ 電子カルテシステム用サーバ     一式 

２ バックアップ用サーバ        一式 

３ 操作用端末            ２４台 

４ 自動精算機             一式 

５ 電子カルテシステム用ソフトウェア  一式 
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議案第６５号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   Ｘ線ＤＲシステム  一式 

２ 取 得 金 額   ２６,３７８,０００円 

３ 契 約 の 方 法   一者随意契約 

４ 取 得 先   釧路市豊川町１０番２号 

株式会社メルプ 

代表取締役社長 松 本 浩 司 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市立釧路国民健康保険阿寒診療所で使用するＸ線ＤＲシステムの取得に関

し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提出するも

のである。 

なお、Ｘ線ＤＲシステムの仕様概要は、次のとおりである。 

１ デジタルラジオグラフィー   ３台 

２ 画像診断ワークステーション  一式 

３ 患者情報連携端末       一式 

４ 超音波診断装置        一式 

５ 骨密度測定装置        一式 

６ 血圧脈波検査装置       一式 
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議案第６６号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   釧路市立小・中・義務教育学校学習者用コン

ピュータ  ３,１９０台 

２ 取 得 金 額   １８１,４１５,３００円 

３ 契 約 の 方 法   一者随意契約 

４ 取 得 先   札幌市中央区大通西１４丁目７番地 

              ＮＴＴ東日本株式会社 

               執行役員北海道事業部長 茂 谷 浩 子 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市立小学校、中学校及び義務教育学校で使用する学習者用コンピュータの

取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提

出するものである。 

なお、学習者用コンピュータの仕様概要は、次のとおりである。 

１ ＣＰＵ  MediaTek Kompanio 520（2GHz） 

２ 主記憶装置（メモリ）  ４GB 

３ 内蔵ハードディスク  ３２GB 

４ オペレーティングシステム  ChromeOS 

５ 画面  １１．６インチ タッチパネル 

６ 形状  コンバーチブル型 
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７ 附属品  画面保護フィルム 
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議案第６７号 

 

   工事請負契約の締結に関する件 

 

 高機能消防指令施設更新工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   高機能消防指令施設更新工事 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   １,１４５,６５０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市星が浦大通１丁目７番１号 

サンエス・マツダ・北電特定共同企業体 

代表者 サンエス電気通信株式会社 

代表取締役 宮 田 昌 利 

５ 工 期   契約の日から令和１０年３月１０日まで 

 

  令和８年６月１１日提出 

  釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

 （説明） 

 高機能消防指令施設更新工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関する

条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

 なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 高機能消防指令施設更新工事 

(1) 指令装置 

指令台、自動出動指定装置、地図等検索装置、長時間録音装置、非

常用指令設備、指令制御装置、携帯電話・ＩＰ電話受信転送装置、

署所端末装置 

(2) 指揮台 
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(3) 表示盤 

車両運用表示盤、支援情報表示盤、多目的情報表示盤、映像制御装

置 

(4) 無線統制台 

(5) 指令電送装置 

指令情報送信装置、指令情報出力装置 

(6) 気象情報収集装置 

(7) 災害状況等自動案内装置 

(8) 順次指令装置 

(9) 音声合成装置 

(10)出動車両運用管理装置 

管理装置、車両運用端末装置 

(11)システム監視装置 

(12)電源設備 

無停電電源装置、署所用無停電電源装置、直流電源装置、非常用発

動発電機 

(13)統合型位置情報通知装置 

(14)ネットワーク機器 

(15)情報端末 

(16)補助受付装置 

(17)メール一斉指令装置 

(18)１１９番通報受付補助システム 

(19)情報共有システム 

(20)構内自動電話交換設備 

(21)消防情報支援システム 

消防情報管理装置、消防情報支援端末装置 

(22)消防用高所監視カメラ施設 

(23)庁舎内カメラ 
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(24)防災無線連動装置 

(25)大規模災害用指令情報出力装置 

(26)電子会議システム 

(27)消防イントラネットワークシステム 

２ 消防救急デジタル無線設備接続改修工事 

   既設消防救急デジタル無線との接続及びこれに伴う改修 

 

（ 参 考 ）  

 

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

（ 議 会 の 議 決 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規

定 に よ り 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価 格 １ 億 ５ ， ０

０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。  
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議案第６８号 

 

   工事請負契約の締結に関する件 

 

 橋南幹線通（別保橋）修繕工事（補助）に関し、次により請負契約を締結

する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   橋南幹線通（別保橋）修繕工事（補助） 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   ４１３,６００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市鳥取大通８丁目４番２０号 

本田・タカオ・宮脇特定共同企業体 

代表者 株式会社本田組 

代表取締役 本 田 秀 樹 

５ 工 期   契約の日から令和９年３月１９日まで 

 

  令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

 橋南幹線通（別保橋）修繕工事（補助）に関し、議会の議決に付すべき契

約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものであ

る。 

 なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 橋梁修繕工事 

伸縮継手工、鋼橋補修工、支承補修工、ひび割れ補修工、断面修復工、 

橋梁塗装工 

２ 工事位置  釧路市貝塚３丁目 
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貝塚三丁目

橋南幹線通（別保橋）修繕工事（補助）　位置図

N

釧路川

別保川

釧路市学校給食センター

工事位置
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議案第６９号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

さくら義務教育学校建築主体工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           さくら義務教育学校建築主体工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           ４１８,０００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市材木町１５番１７号 

葵・富樫特定共同企業体 

代表者 葵建設株式会社 

代表取締役社長 大 水 賢 一 

５ 工 期           契約の日から令和９年９月３０日まで 

   

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

さくら義務教育学校建築主体工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 増築工事 

(1) 校舎棟 

      鉄筋コンクリート造４階建 

延べ面積    ４１．８０㎡ 

 １階床面積  １０．４５㎡ 

 ２階床面積  １０．４５㎡ 
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 ３階床面積  １０．４５㎡ 

 ４階床面積  １０．４５㎡ 

(2) 外部物置棟 

鉄骨造平家建  

延べ面積    ４２．１４㎡ 

２ 改修工事 

間仕切り改修、バスケットゴール改修 

３ 所 在 地  釧路市桜ケ岡６丁目２７番１２号 

４  別途工事  電気設備工事、管設備工事 
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議案第７０号 

 

   工事請負契約の締結に関する件 

 

 令和８年度まりも団地Ｃ棟公営住宅建築主体工事に関し、次により請負契

約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的            令和８年度まりも団地Ｃ棟公営住宅建築主体工

事 

２ 契 約 の 方 法            一般競争入札 

３ 契 約 金 額            ２０２,４００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方            釧路市阿寒町北町３丁目２番１４号 

田建設株式会社 

代表取締役   田  武 

５ 工 期   契約の日から令和９年３月１５日まで 

 

  令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

 （説明） 

 令和８年度まりも団地Ｃ棟公営住宅建築主体工事に関し、議会の議決に付

すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出する

ものである。 

 なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 建築工事 

木造２階建 

１棟８戸（２ＬＤＫ８戸） 

建築面積    ２９４．６３㎡ 
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延べ面積    ５８７．４４㎡ 

２ 建築位置  釧路市阿寒町阿寒湖温泉６丁目７番１７のうち 

３ 別途工事  電気設備工事、管設備工事 
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配置図

令和６ 年度まり も団地Ｂ 棟公営住宅建築主体工事

国 道 240号

阿 寒 湖

消防署

まり む館

阿寒湖
義務教育学校

至： 釧路、 弟子屈方面

至： 北見、 網走方面

建設位置
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配置図

令和８年度まりも団地Ｃ棟公営住宅建築主体工事
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議案第７１号 

 

製造請負契約の締結に関する件 

 

救助工作車Ⅱ型の製造に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           救助工作車Ⅱ型の製造 

２ 契 約 の 方 法           指名競争入札 

３ 契 約 金 額           １８６,４５０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           札幌市東区北７条東３丁目２８番３２ 

帝商株式会社北海道営業所 

所長 寺 本 安 孝 

５ 納      期   令和９年３月３１日まで 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

救助工作車Ⅱ型の製造に関し、議会の議決に付すべき契約に関する条例第

２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、主な仕様は、次のとおりである。 

１ 車両本体   ワイドシングルキャブ 

       ディーゼルエンジン 

４輪駆動方式 

２ 主要装備 

(1) クレーン装置   最大吊上げ能力２.９ｔ級 

(2) ウインチ装置   ５ｔ級前後引き油圧ウインチ 

(3) 照 明 装 置   ＬＥＤ投光器 

(4) はしご昇降装置   三連はしご及びかぎ付はしご 
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３ 外形寸法   全長 ８,１００ｍｍ以下 

         全幅 ２,４２０ｍｍ以下 

         全高 ３,３００ｍｍ以下 

４ 積載資機材 

一般救助用器具、重量物排除用器具、切断用器具、破壊用器具、検知・

測定用器具、呼吸保護用器具、隊員保護用器具、水難救助用器具、山岳救

助用器具、高度救助用資機材（画像探索機、地中音響探知機） 
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報告第３号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

釧路市税条例等の一部を改正する条例 

 

（釧路市税条例の一部改正） 

第１条 釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２０条中「、第８０条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中

「第８０条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３２条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、

「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。

）」を加える。 

第７８条の２各号を次のように改める。 

(1) 軽自動車等 法第４４２条第１号 

(2) 原動機付自転車 法第４４２条第２号 

(3) 軽自動車 法第４４２条第３号 

(4) 小型特殊自動車 法第４４２条第４号 

(5) ２輪の小型自動車 法第４４２条第５号 

第７９条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第７９条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使

用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「こ
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の限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第８０条第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第

１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪

以上の軽自動車の取得者」という。）又は」を削り、同条第２項中「３輪

以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を削る。 

第８０条の３から第８０条の８までを削る。 

第８０条の９（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め、

同条を第８０条の３とする。 

第８１条（見出しを含む。）、第８２条の見出し並びに同条第１項及び

第２項並びに第８４条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」

に改める。 

第８６条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中

「種別割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号

の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を

「第３３号の４様式」に改める。 

第８７条の見出し、第８８条（見出しを含む。）並びに第８９条の見出

し並びに同条第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定中「種別割

」を「軽自動車税」に改める。 

第９０条第２項中「第７９条第３項ただし書」を「第７９条第２項ただ

し書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

第９０条の２の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「

道路運送車両法」の次に「（昭和２６年法律第１８５号）」を加え、「種

別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特

別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８

年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「におい
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て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第

５項」を「には、法附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則

第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則

第７条の３とする。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第

２項中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条

第２０項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附

則第１５条第２１項第１号」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２

項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第６項中「附

則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、

同条第７項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項

第１号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則

第１５条第２２項第２号」に改め、同条第９項から第１９項までを削り、

同条第２０項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第２１項中「附則第１５条第４１項」

を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条中第

２２項を第１１項とし、第２３項を第１２項とする。 

附則第１０条の３第５項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条

第１７項」に改め、同条第６項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１

２条第２０項」に改め、同条第７項第４号中「附則第１２条第２３項」を

「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項

」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第８項第５号及び第１０項第

５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同

条第１３項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改

め、同条第１４項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（

平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の
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写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律

第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ

る」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑

化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第

３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号中「第５条第３

号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しく

は公会堂」を「第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第

２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）」に改める。 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４

４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定に

よる」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を

削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を

「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割

」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、

「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、

「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８

年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種

別割」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項

及び第３項中「の種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７

条第３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 
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附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度

」に改める。 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項

第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「

及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第

２項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項」を「及び第７条の３第１項」に改める。 

（釧路市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 釧路市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年釧路市条例第２

６号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 

（釧路市都市計画税条例の一部改正） 

第３条 釧路市都市計画税条例（平成１７年釧路市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第

１５条第４０項」に改める。 

附則第６項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築

物」に改め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（

平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の

写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律

第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ

る」を「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）附則第７条の

２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第

１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付

加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２
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条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合

する」に改め、同項第３号中「第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸

場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂」を「第５条各号に掲

げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建

築物を含む。）」に改める。 

附則第１７項中「第１３項から第１５項まで、第１７項、第１９項、第

２７項、第３１項、第３３項若しくは第４１項」を「第１２項から第１４

項まで、第１６項、第１８項、第２６項、第３０項、第３２項若しくは第

４０項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の釧路市

税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第４条第２

項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生

可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５

条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定す

る改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。 
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（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度

分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自

動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の

例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、第３条の規定による改正後の釧路市都市

計画税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用

し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５

条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定す

る改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前

の例による。 

 

令和８年６月１１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正及び規定の整備をする専決処分

をしたので承認を求めたく、本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 個人の市民税関係 

(1) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を令和１２

年度まで延長したこと。（市税条例附則第８条関係） 

(2) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る課税の特例の適用期限を令和１１年度まで延長したこと。（市税条
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例附則第１７条の２関係） 

２ 軽自動車税関係 

(1) 環境性能割を廃止し、現行の種別割を軽自動車税とする等の所要の規

定の整備を行ったこと。（市税条例第２０条、第７８条の２、第７９条、

第８０条、第８０条の３から第８２条まで、第８４条、第８６条から第

９０条の２まで、附則第１５条の２から附則第１６条の２まで、釧路市

税条例等の一部を改正する条例附則第６条関係） 

(2) 令和８年度及び令和９年度に初回車両番号指定を受けた一定の３輪以

上の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ないも

のについて、当該車両番号指定の翌年度分の税率を軽減することとした

こと。（市税条例附則第１６条関係） 

３ その他引用条項等の規定の整備をしたこと。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 長 の 専 決 処 分 ）  

第 １ ７ ９ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 １ １ ３ 条 た だ し

書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通 地 方 公 共 団 体

の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊 急 を 要 す る た め 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に  

お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、  

そ の 議 決 す べ き 事 件 を 処 分 す る こ と が で き る 。 （ た だ し 書  略 ）  

（ ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会

議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ 項  略 ）  
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